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平成２６年第３回 

美唄市議会臨時会会議録 

平成２６年１１月２１日（金曜日） 

午後 ３時１０分 開議 

 

◎議事日程 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 委員長報告 

   1 議案第 54 号 美唄市給与条例の一部改正

の件（総務・文教） 

   2 議案第 55 号 美唄市議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例及び美唄市特

別職の職員の給与に関する条例の一部改正

の件（総務・文教） 

   3 議案第56号 平成26年度美唄市一般会計

補正予算(第６号)（予算審査特別） 

        

◎出席議員（１４名） 

 議 長  内馬場 克 康 君 

 副議長  五十嵐   聡 君 

  １番  倉 本   賢 君 

  ２番  長谷川 吉 春 君 

  ３番  谷 村 知 重 君 

  ４番  丸 山 文 靖 君 

  ５番  本 郷 幸 治 君 

６番  森 川   明 君 

  ７番  吉 岡 文 子 君 

  ８番  桜 井 龍 雄 君 

  ９番  金 子 義 彦 君 

 １０番  高 田 正 則 君 

 １２番  小 関 勝 教 君 

 １３番  土 井 敏 興 君 

   

   

◎出席説明員 

 市     長  髙 橋 幹 夫 君 

 副  市  長  藤 井 英 昭 君 

総 務 部 長  市 川 厚 記 君

経 済 部 長  須 田 正 毅 君 

 総務部総務課長  佐 藤   崇 君 

 総務部総務課主査  置 田 孝 浩 君 

 

 農業委員会会長   小 川 俊 美 君 

 農業委員会事務局長  吉 村 清 孝 君 

 

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  中 平 匡 司 君 

 次     長  三 上   忠 君 

 

午後 ３ 時１０分 開議 

●議長内馬場克康君 これより本日の会議を

開きます。 

 

●議長内馬場克康君 日程の第１、会議録署

名議員を指名いたします。 

５番 本郷幸治議員 

６番 森川 明議員 

を指名いたします。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第２、委員

長報告に入ります。 

順序１、議案第 54 号美唄市給与条例の一

部改正の件ないし順序３、議案第 56 号平成

26 年度美唄市一般会計補正予算（第６号）の

以上３件を一括議題といたします。 

本件について、それぞれ委員長の報告を求

めます。 

まず、議案第 54号及び議案第 55 号の以上
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２件について、高田総務・文教委員長。 

●総務・文教委員長高田正則議員（登壇） た

だいま議題となりました議案第 54 号美唄市

給与条例の一部改正の件及び議案第 55 号美

唄市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例及び美唄市特別職の職員の給与に関

する条例の一部改正の件の以上２件について、 

総務・文教委員会の審査の経過並びに結果を 

ご報告申し上げます。 

経過といたしまして、11 月 20 日委員会を

招集して審査いたしました。 

はじめに、議案第 54 号における質疑・答

弁の主なものを申し上げます。 

市外から通勤している職員が何名いるの

か、また交通用具利用者で最も高い金額が支

給されている職員は何名で、距離数は何キロ

になるのか、との質疑に対し、平成 26 年８月

現在における、市外から通勤している正規職

員数は、病院の医療職が６名、それ以外が 12

名の合計 18 名となっている。また、交通用具

利用者でもっとも遠い距離数は、55キロメー

トル以上 60 キロメートル未満で病院の職員

１人となっている。との答弁。 

次に、職員の採用で、市独自で美唄市に居

住しないと採用しないという条件を設けるこ

とができるのか、との質疑に対し、居住要件

については、憲法で居住移転の自由があるこ

とから、これを強制することは難しいため、

採用の時にはなるべく市内に居住していただ

きたいと強くお願いしている。との答弁があ

りました。 

なお、議案第 55 号についての質疑はあり

ませんでした。 

結果といたしまして、議案第 54 号及び議

案第 55号につきましては、原案のとおり可決

すべきものと決定いたしました。 

本委員会の決定どおり、ご承認いただきま

すようお願い申し上げまして、報告を終わり

ます。 

●議長内馬場克康君 次に、議案第 56 号につ

いて、土井予算審査特別委員長。 

●予算審査特別委員長土井敏興議員（登壇） 

 ただいま議題となりました議案第 56 号平

成 26 年度美唄市一般会計補正予算（第６号）

について、予算審査特別委員会の審査の経過

並びに結果をご報告申し上げます。 

経過といたしまして、本日 21 日委員会を

招集して審査をいたしました。 

議案第 56 号にかかる質疑・答弁の主なも

のについて申し上げます。 

初めに、農業委員会事務について、農地台

帳システムの改修が当初予算に組めなかった

経緯等について、また、インターネットで公

表することにより、農地情報をどのように利

活用されることが考えられるか、との質疑に

対し、全国農業会議所が事業主体となり、国

と協議をし、７月に全国農業会議所が公表項

目を決定したという流れになっている。 

今回のインターネットによる公表項目と

しては、農地の地番、地目及び面積等のほか

に、賃貸借権等の種類、貸付に関する農地所

有者の意向等も公表項目に含まれており、農

地の規模拡大を希望する農家、または今後、

農地を借り受けたいという方が、インターネ

ットにより地域の農地情報を把握できるもの

と考えている。との答弁。 

次に、畑作生産振興事業について、国産小

麦・道産小麦が注目され、地域で活用されて
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いる中、美唄の小麦の生産・消費状況につい

てはどのようになっているのか、との質疑に

対し、本市の小麦の状況について、作付面積

は 2,350 ヘクタールとなっており、全道で 19

番目となっている。また、現在、普及センタ

ーを中心に、市・農協・農済組合等が連携し、

小麦プロジェクトを行っており、小麦の生産

増収を目指した試験や、生産者への講習会等

を実施している。また、消費については、市

内学校給食でも使用されている。との答弁。 

次に、経営体育成交付金事業について、農

業用機械等を導入する際の融資残に対する支

援となっているが、これは機械購入の単価に

対する補助か。それとも融資額の総額に対す

る補助か、との質疑に対し、この補助金は、

機械を導入する際の事業費総額に対する補助

であって、補助率は事業費の 10 分の３以内、

１経営体あたり 300 万円上限となっている。

との答弁。 

次に、特産品情報発信促進事業について、

アンテナショップピパが行う企画・開発・調

査に対する費用の補助となっているが、これ

らの調査等は本来、行政がするべきものであ

るが、アンテナショップピパに事業を丸投し

ているのではないか、との質疑に対し、この

事業は、企画・立案段階から行政が携わるの

ではなく、民間のノウハウを活用するという

観点から、アンテナショップピパ出店者協議

会が主体となってこの事業を進めていくこと

が適当と判断した、との答弁がありました。 

結果といたしまして、議案第 56 号は、原

案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 

本委員会の決定どおり、ご承認をいただき

ますようお願い申し上げまして、報告を終わ

ります。 

●議長内馬場克康君 これより議案第 54 号

及び議案第 55 号の以上２件について、一括質

疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって一括質疑を終結いたします。 

これより一括討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって一括討論を終結いたします。

これより一括採決いたします。 

本件は、委員長報告のとおり決することに 

ご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第 54 号美唄市給与条例の一

部改正の件及び議案第 55 号美唄市議会議員

の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及

び美唄市特別職の職員の給与に関する条例

の一部改正の件の以上２件は、委員長報告の

とおり決定されました。 

これより議案第 56 号について質疑を行い

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって、質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって討論を終結いたします。 

これより採決いたします。 

本件は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第 56号平成 26年度美唄市一
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般会計補正予算（第６号）は、委員長報告の

とおり決定されました。 

 

●議長内馬場克康君 以上をもちまして、本

臨時会に付議されました各案件は全部議了い

たしました。 

これをもって、平成 26 年第３回美唄市議

会臨時会は閉会いたします。 

 

午後 ３ 時１８分 閉会 
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   以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するためここに 

 

  署名する。 

 

 

 

       議     長 

 

 

       署 名 議 員 

 

 

       署 名 議 員 

 

 


